
費用 項目

自家用車を使用する場合は、使用する自動車が自動
損害賠償法に規定する責任保険又は、責任共済のほ
か、運転者に適用される対人賠償１億円以上、対物
賠償５００万円以上の任意保険に加入し、当事者の
保険を適用することとする。また、万一事故等が発
生した場合は自己責任とする。

駐車場代については、会場地及び宿泊施設でそれぞ
れ１日１回までとする。（一度出庫し、再度入庫す
る場合の費用は対象外）

宿泊費 事業実施に伴う宿泊費 1人1泊9,500円（朝・夕食代を含む）を上限と
する実費

宿泊施設等管理者の発行する領収書

需用費 消耗品費 １

２

競技用消耗品、事業実施に必要
な消耗品費（水分補給に必要な
飲料水代を含む）
クラブの基盤整備及び体験教室
等の開催に必要な事務用品代

1

２

交付決定額の２０％を上限とする

１事業につき　３０，０００円以内

取扱い業者が発行する明細が記載された領
収書

１
２

競技用器具等の運搬費
クラブの基盤整備及び体験教室
等の開催案内送付に必要な経費

１
２

１事業につき６０，０００円以内
１事業につき３０，０００円以内

取扱い業者が発行する領収書 体験教室等の開催案内送付に必要な経費について
は、送付先リストを添付することとする。

会場使用料
競技用器具・用具の使用料及び
賃借料

使用料及び賃借料の実費 会場管理者等の発行する明細が記載された
領収書

クラブの基盤整備に必要な備品
購入費

交付決定額の３０％を上限とする 取扱い業者が発行する領収書

外部指導者等への謝金 1日あたり24,000円（1時間あたり6,000円）を
上限とする。

大会に参加するための参加費 交付決定額の２０％を上限とする 大会主催者が発行する領収書

クラブの基盤整備に必要な印刷
製本代

１事業につき３０，０００円以内 取扱い業者が発行する領収書

使用料及び賃借料

備品購入費

賃金

大会参加費

印刷製本費

通信運搬費

旅費 交通費 1

2

3

一般公共交通機関
（ＪＲ、私鉄、路線バス、フェ
リー等）

貸し切りバス、レンタカー借り
上げ

自家用車、レンタカーの使用

備考

1

2

3

実費相当額
（移動距離が片道100km以上の場合は特急往
  復料金も含む）

借り上げ料の実費

①燃料費
  自家用車運転者の自宅最寄駅を起点と
　し、会場最寄駅までの鉄道営業距離数
　(最短）に、1㎞につき20円を乗じて算
　出する
　1㎞未満の端数については切り捨てるも
　のとする
②有料道路通行料
　有料道路を利用することが通常経路で
　ある場合に限りその料金を対象とする
③駐車料金
　利用会場、宿泊施設等において駐車料
　金を徴収する場合に限り、駐車料金を
　対象とする

※自家用車の台数は、事業参加人数を５で
  除した台数を上限とする（端数切り上げ）

別表

トップレベルスポーツクラブ活性化支援事業　補助対象経費・補助基準額・実績報告時の提出書類

補助対象経費 補助基準額 実績報告時の提出書類

1

　
2

3

交通機関又は旅行代理店が発行する領収書

取り扱い業者が発行する領収書

①燃料費
　会場までの距離がわかる書類
　競技団体長による支払証明書及び受領者
　の領収書

②有料道路通行料
　道路管理者発行の領収書

③駐車料金
　利用会場、宿泊施設等の領収書

1

3

③

一般公共交通機関の運賃については、大学生は学校
所在地、その他は勤務先（自営は現住所）から会場
までの運賃とする。


